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平成 27 年１月６日	 

	 

歯周疾患検診マニュアル改訂についての提言	 

	 

日本歯科大学	 生命歯学部	 歯周病学講座	 沼部幸博	 

	 

昨年のご依頼で標記の件について指摘させて頂いた点に関し、取りまとめたも

のを作製致しました。改訂に向けての基本姿勢を十分理解できていない点もあ

り、的外れの意見のようでしたらどうかご容赦下さい。	 

	 

1.	 歯周病の病因論や分類、用語の変更について	 

	 	 

	 まず用語に関する部分です。	 

	 現在、歯学教育の現場では「歯周疾患」、「問診」の用語は、それぞれ「歯

周病」、「医療面接」に置き換えられています。	 

	 検診における「医療面接」という用語の妥当性には議論が必要ですが、「歯

周疾患」に関しては用語を「歯周病」に変更する時期が来ていると思われます。	 

	 しかし、しかし以下の文中では現行の用語を使用します。	 

	 

	 	 歯周疾患の分類に関してはその分類名は古く（図１）、日本歯周病学会に

よる新たな歯周病分類システム(2006)1,2)	 （図２）に基づき変更し、さらに日本

歯科医学会提言の新病名との関連性も考慮しなければならないと思います。	 

	 

	 

	 

2.	 検査指標（CPI）の考え方	 

	 

	 これがおそらく大きな論点です。	 

	 現行の歯周疾患検診マニュアル（平成12年）に記載されているCPIの検査指標

（コードと評価基準）は1997年（平成9年）のものを採用しています（図３）。

これは代表歯（10歯）を検査（記載は６歯）するもので歯科疾患実態調査にも

使用されましたが、2013年のWHOのOral	 Health	 Surveys	 Basic	 Method	 Fifth	 

Edition3)では、CPIの検査指標の新たな変更が成されています（図４）。	 

	 特徴としては全歯を対象にProbing	 Pocket	 Depthの測定(Pocket	 Scores)と

Bleeding	 on	 Probingの測定(Gingival	 bleeding	 scores)を行いコード付けする

ことで、その一方、以前にはあった歯石の触知の有無の表記がなくなっていま

す（図４,５）。	 
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	 さらにAttachment	 Loss（付着の喪失量）の検査指標についての記載があり、

ただしこれに関しては全歯ではなく、以前の検査指標にある６歯についてのみ、

検査することになっています（図６,７）。	 

	 	 

	 ポケットの深さやプロービング時の出血を全歯において評価する方法は、本

邦の歯科保険診療における歯周基本検査や歯周精密検査に近い方法で、口腔内

の歯周組織の状態をより正確に捉える試みと言えます。その反面、全歯の評価

は検査時間の延長に繋がり、付着の喪失の検査を併せると、検診時の歯周組織

検査をより複雑なものとします。	 

	 この新たなWHOのCPIの指標は、今後世界のスタンダードとなる可能性がある

もので、この方法の検診への導入は、将来本邦の結果を国際比較する際にも必

要な準備と考えられます。	 

	 	 

	 しかし新たな指標を採用した場合に危惧されるのは過去の検診または歯科疾

患実態調査などの旧CPIを用いた調査データとの連続性です。たとえばPocket	 

Scoreはコード付けが異なりますが、計測値からの従来の指標にあわせたデータ

修正は可能です。しかしもう一つの指標であるBleeding	 scoresをどう取り扱う

かの問題が生じます。	 

	 さらに新たなCPI	 の検査指標を採用する場合の大きな問題点は、前述のよう

に、歯周疾患の検査が複雑化することです。これは被験者、験者双方に時間や

疲労、時には苦痛の負担を強いるもので、多人数を対象とした検診には適応し

にくい物です。	 

	 これらのことを踏まえ、本邦の歯科疾患の検診に新たなCPIの指標を採用する

のか、データの連続性の考慮や現場の混乱を回避するために従来の評価基準を

踏襲するのかの議論が必要です。	 

	 私見としては、以前の検査指標は現在の歯周病学の理論と整合しないと感じ

ていますので、WHOの新たな指標もしくは以前の指標をmodifyしたものを用いる

べきだと考えています。	 

	 

	 被験者への負担を軽減させる方法の一案として、一次検査として、より高い

精度で歯周疾患を検出できる問診（質問）の内容を準備するか、プロービング

よりも侵襲性の低い歯周疾患のスクリーニング法を導入し、そこで要精密検査

と判定された者に対し、二次検査として、歯科医院などで新たなWHOのCPIの検

査指標を使用した検査および説明・指導を行うという方法も考えられます。	 

	 現在のWHO検診の考え方が、質問手法をコアとするものにシフトしてきている

とも聞いていますので、この方法はその方針に沿うものと考えられますが、や

はり議論が必要です。	 
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３．歯周病と全身疾患、生活習慣との関連	 

	 

	 現在Periodontal	 medicine（歯周医学）の知識の集積により、歯周疾患と全

身疾患との関連が多角的に解明されつつあります。よって、マニュアルへはこ

の記載を追加すると共に、歯周疾患検診の問診時には、それらの関連疾患の有

無や既往歴などを聴取する必要があります。	 

	 たとえば、歯周疾患は糖尿病の第６の合併症であることから、問診事項とし

て自己の管理状態を含めて聴取することは特に重要です。同じく動脈硬化に伴

う狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの既往、女性の場合は早産や低体重児出産の

経験の有無、さらに近年歯周疾患との関連が解明されつつある関節リウマチの

既往なども改訂マニュアルに盛り込む問診の必須事項と考えられます。これは

歯周疾患の存在が、それらの基礎疾患に対して悪影響を与える可能性があると

いう観点からのものです。	 

	 

	 健康増進法では喫煙者への個別健康教育が盛り込まれています。喫煙に関連

する生活習慣病として歯周病も含まれていることから、医科に加え、歯科から

の禁煙支援も重要となります。実際、喫煙者に特有の歯周炎の病態も知られて

います。	 

	 よって改訂マニュアルへは、歯周病と喫煙との関連に関する記載をさらに追

加すると共に、歯周疾患検診時の問診内容に１日の喫煙本数、喫煙暦（喫煙年

数）、喫煙開始時期、そしてニコチン依存度の聴取などを含める必要があると考

えます。	 
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図１　旧歯周病分類　　平成12年　老人保健法による歯周疾患検診マニュアルより	
	



図２　日本歯周病学会による歯周病分類システム(2006)	
	



図３　旧CPI (1997年）　　平成12年　老人保健法による歯周疾患検診マニュアルより	
	



図４　新CPI 　プロービング時のBleeding と Pocketの値を評価	
	
　　　　Oral	  Health	  Surveys	  Basic	  Method　Fi;h	  Edi=on　（WHO,	  	  2013）より	
	



図５　新CPI 　検査結果記入用紙　（Bleeding, Pocketの値は全歯が対象）	
　　　	
       Oral	  Health	  Surveys	  Basic	  Method　Fi;h	  Edi=on　（WHO,	  	  2013）より	
	



図6　新CPI 　付着の喪失量の評価　（Loss of attachmentは旧CPI対象歯が対象）	
　　　	
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oral	  Health	  Surveys	  Basic	  Method　Fi;h	  Edi=on　（WHO,	  	  2013）より	
	



図７　新CPI 　検査結果記入用紙　（Loss of attachmentは旧CPI対象歯が対象）	
　　　	
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oral	  Health	  Surveys	  Basic	  Method　Fi;h	  Edi=on　（WHO,	  	  2013）より	
	




